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関東信越税理士政治連盟

前会長　井　部　俊　一

ありがとうございました！！

会員の皆様には、常日頃、関税政の活動にご

理解、ご協力をいただきまして誠にありがとう

ございます。

私、この度、３月31日をもって任期満了で退

任させていただきました。３期で約６年間とい

う長きに渡り、会長職を務めさせていただきま

した。皆様のご支援に心から感謝申し上げます。

誠にありがとうございました。

私が在任中に特に重視したポイントの一つ

は、「６県一体の関税政」ということであります。

皆さんご存じのように、関税政は、茨城・栃木・

群馬・埼玉・新潟・長野の６県の県税政連で構

成されています。従って６県が一体となって活

動することが最適であります。組織体制を改定

してチャレンジしました。おかげさまで６県一

体の税政連活動が行える形ができたと思います。

特定の県に偏ることなく６県全体で優秀な人材

が育っております。今後も是非、ご期待ください。

重視したポイントの二つ目は「税理士による

国会議員等後援会」の設立であります。後援会

の設立こそ国会議員との信頼関係構築のカギで

あります。後援会が有ると無しでは国会議員の

対応が全然違います。おかげさまで令和３年３

月31日現在、関税政では53の後援会があります。

私の在任中に20の後援会の設立が実現いたしま

した。中には、後援会の旗を贈呈したときに、

涙を流して喜んでくださった国会議員もいらっ

しゃいました。今後も税政連と後援会の連携を

さらに強化し、後援会組織の拡大と活動の強化

を図り、税理士法改正や税制改正の実現に向け

た活動を期待します。

６年間、浅学非才の私を何かとお世話いただ

いた６県の歴代役員の皆様には心から感謝申し

上げます。一緒に悩み解決したいろいろなこと

がひとつひとつ楽しい思い出であります。今後

の皆様の益々のご活躍を祈念いたします。

結びに、小林俊一新会長の下、関東信越税理

士政治連盟が益々、ご発展されることをご祈念

申し上げ退任のあいさつといたします。ありが

とうございました。
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３月をもちまして副会長を退任いたしました

高野です。３期６年の長きにわたり皆様にお世

話になりました。また同時に退任された井部前

会長にもこの紙面をお借りしましてごあいさつ

申し上げます。お世話になりました。また事務

局の皆様にもお世話になりました。ありがとう

ございました。

副会長就任以前は政治連盟とは縁がなく、税

理士会常務理事を務めさせていただいただけで

したが、井部前会長からの要請により政治連盟

という未知の世界に入ることとなりました。

就任当初の2015年当時、税と社会保障の一体

改革の中で、消費税率の引き上げ問題が大詰め

を迎え、単一税率での10％への引き上げか、複

数税率での引き上げか、が議論されておりまし

た。税理士会及び政治連盟は単一税率での引き

上げを要望しておりましたが、我が国を取り巻

く安全保障問題も関係してか、与党自民党と公

明党の党首会談で、その年の12月には複数税率

での引き上げが決定されました。翌年（2016年）

の税制改正では食料品等に対する税率は新軽減

税率８%が導入されることとなりました。

今後は2023年から適格請求書保存方式（イン

ボイス制度）が開始され、現在の免税事業者が

課税事業者から取引制限を受けるのではないか

と心配されています。

次に記憶に残っているのは災害関連税制の拡

充問題でした。東日本大震災に始まり、毎年の

ように我が国は地震や水害などに見舞われてい

ますが、雑損控除の適用拡大、特に災害損失の

繰越控除制度の充実については今日においても

実現していません。国会議員の先生方のご返事

では、関係省庁に聞いてはみても、被災者支援

の在り方は税制だけではなく、直接補償制度な

ども含めて実現しているから、税制での対応は

考えていないとのことでした。今後の税制改正

に期待したいところです。

一方で国会議員の政策秘書に税理士を登用す

べきであるとする要望は実現し、今後若手税理

士の活躍の場が広がったと考えております。

この６年間、東日本六税政連役員会議に何度

か出席させていただく機会を得ました。どの会も

会員減少に悩んでおり、会費収納率が低下して

おり、それぞれ独自の工夫をされていると思いま

した。関税政では栃木県で起きた税理士政治連

盟の会員ではなかったとする会員地位不存在確

認等請求訴訟事件が宇都宮地方裁判所で提起さ

れ、東京高等裁判所で和解が成立いたしました

が、今後は政治連盟への入会の意思を確認する

など丁寧な対応が求められるものと思います。

政治活動には無縁であった私でしたが、この

ような活動に触れることができたのは素晴らし

い経験になりました。これからも一市民として

政治活動に関心を持ち続けたいと思っています。

最後になりますが、関税政の皆様の今後のご

活躍をお祈り申し上げます。

関東信越税理士政治連盟

前副会長　高　野　善　生

退任あいさつ
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この度、関東信越税理士政治連盟臨時大会に

おいて会長に就任いたしました埼玉県税政連大

宮支局所属の小林俊一です。

伝統ある関東信越税理士政治連盟（関税政）

の襷を受け取りまして新役員一同、身の引き締

まる思いであり一丸となって頑張っていく所存

であります。

関税政の会務にあたっては、まず初めに税理

士会との連携を重視しなければなりません。関

税政規約第３条（目的）「本連盟は、関東信越

税理士会の方針にそって、税理士の社会的、経

済的地位の向上を図るとともに、納税者のため

の税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確

立するため、必要な政治活動を行うことを目的

とする。」とあり、税理士制度改革、毎年の税

制改正などあらゆる分野において、税理士会と

一体となって要望実現のために活動することが、

税政連の役割であると確信しております。した

がって、より多くの活動の機会を作っていく所

存であります。

次に、会務の運営にあたっては、財政の在り

方は重要な課題であると考えております。税理

士会の会員数は増えておりますが、税政連の会

費を納めていただいている会員数は減少してお

ります。機関紙「関税政」やホームページなど

を活用し、税理士会とともに税政連への理解と

協力を求める粘り強い活動を継続することが重

要であると考えます。会費収納方法についても

検討をしていく所存です。

さらに、税政連の主要な活動として国会議員

への陳情活動があります。有意義な陳情活動を

するためには、議員先生と税理士会との信頼関

係の確立が重要であると考えます。そのために

は、より多くの税理士による後援会を作りコミュ

ニケーションを図れる場を作ることが必要であり

ます。令和３年４月１日現在、税理士による後援

会は53会ありますが、後援会発足のため関税政

としてバックアップをしていく所存であります。

結びに、新人の会長ですが、以上のことを重

視しながら執行部一丸となってフットワーク良

く会務を進めてまいりますので、会員の皆さま

方のご支援ご協力を切にお願い申し上げます。

特に本年は、衆議院選挙が控えておりますので、

重ねてのご協力をお願い申し上げまして税政連

会長就任のごあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

関東信越税理士政治連盟

会 長　小　林　俊　一

会長就任のごあいさつ
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この度、副会長を拝命いたしました、埼玉県税

政連春日部支局所属の長谷川良則でございます。

就任にあたりごあいさつ申し上げます。

私は、昨年度までに関東信越税理士会（以下

「本会」という。）の税務支援対策部長、総務部

長、専務理事を経験させていただきました。政

治連盟の役員は初めての経験であり、右も左も

わからない若輩者ですが、先輩諸兄の築かれて

きた政治連盟の組織の意義及び活動に恥じない

行動を取るように心掛けてまいります。

本年度、本会においては、会務担当副会長と

して活動することとなりますが、政治連盟規約

第３条にありますとおり、本会の方針にそって、

税理士の地位の向上、納税者のための税理士制

度及び税制並びに税務行政を確立するための政

治活動を行えるよう、本会の事業計画の遂行と

政治連盟の活動のパイプ役として、小林俊一会

長を補佐し行動してまいります。

衆議院議員の改選の年である本年は、推薦議

員の当選を目的とした後援会活動が展開されて

いくことと思いますが、一人でも多くの当選議

員が出せるよう、後援会のバックアップに努め

てまいります。

次に組織率の向上でありますが、関東信越税

理士政治連盟の各県の地域性により組織率には

差が生じていることは、事実であります。政治

活動を行うにあたり強固な組織運営が必要であ

り、組織率はその重要な課題の一つと捉えてい

ます。会員の皆様のご理解を得て、組織率の向

上についても努めてまいります。

いずれにしましても、初めての経験ですので、

会員の皆様のご理解とご協力により、努めてま

いりますので、よろしくお願い申し上げます。

新年度就任のごあいさつ
関東信越税理士政治連盟

副会長　長谷川　良　則
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関東信越税理士政治連盟

副会長　岸　　生　子

関税政副会長に就任して

埼玉県税理士政治連盟の岸生子です。この度、

関税政の副会長に就任することになりました。

よろしくお願いいたします。

私が、政治連盟の活動に参加するようになっ

てから８年が過ぎました。税理士会と政治連盟

の違いや関係など、周りから見ていただけでは

わからない部分が、少しずつ見えてきました。

税理士が強制的に加入しなければならない税理

士会が、税理士の業務等の中から感じる疑問や

要望などをもとに「税制建議」を作成し、政治

連盟が「改正要望」として国会議員に陳情しま

す。政治連盟には税理士全員の加入が当然、税

理士会の会員＝税理士政治連盟の会員という考

え方がありましたが、現在の埼玉県では会費の

収納率が58％です。政治連盟の活動への無関心、

政治活動に対する不安や嫌悪もあるのかもしれ

ません。そこを払拭していくことがこれからの

課題です。

税理士会等が行う「税制改正」の研修は、と

ても大切で人気もあります。その「税制改正」

に向けて税理士会の意見を政治連盟が国会議員

に陳情し、国会議員が委員会等で質問や発言を

する中で「改正」等が決まっていきます。12月

中旬に「税制改正大綱」が決定されますが、そ

れまでの過程を知り、税理士会の意見を伝え、

決まるまでの期待感や緊張感を感じられるのが

政治連盟の活動です。

「税制改正」は国から与えられるものではな

く、関心を持って参加していく、そんな感じで

す。このことをもっと税理士に PRし、政治連

盟への理解と協力を深めていただきたいと思っ

ています。

また、令和３年秋までには、衆議院議員選挙

が行われます。税理士による後援会を中心にし

て、推薦議員の当選のため活動を進めます。皆

様のご協力よろしくお願いいたします。
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３月25日書面議決（新型コロナウィルス感染

拡大防止の観点から２月25日幹事会において書

面議決による大会開催を決定）により本連盟の

臨時大会を開催し、賛成多数により令和３年４

月１日開始事業年度の役員を選任した。新たに

選任された役員の任期は令和５年３月31日まで

である。

この度の臨時大会の開催は、第53回定期大会

（令和元年７月３日開催）において、役員任期

に関する規約の改正が行われ、これまで「役員

任期は就任後２回目の定期大会終了のときまで

とする。」とあったのを「選任後初めて到来す

る事業年度開始日から２年とする。」ただし、「第

53回定期大会において選任された役員の任期は、

令和３年３月31日までとする。」との変更があっ

たことにより、令和３年４月からの役員を選任

する必要があり、本大会を開催した。

本大会により選任された新役員は下記のとお

りである。

関東信越税理士政治連盟

幹事長　秋　山　典　久

関東信越税理士政治連盟臨時大会報告

（50音順：敬称略）

役　職　名 氏　　　　　　　　　名

会　　長
（１名） 小林　俊一

副 会 長
（10名）

大石　　敬、岸　　生子、小池　英之、小林　　馨、高橋　　潔、田子　一夫、
長谷川良則、百瀬　征男、若山　　実、渡邉　輝男

幹 事 長
（1名） 秋山　典久

副幹事長
（15名）

新井　　正、遠藤　憲五、落合　順二、小口　秀一、坂場　信夫、清水　善規、
田中　　操、仲野　光男、中村　　岳、成澤優一朗、原口　哲也、三輪　洋之、
村椿　正子、栁澤　　彰、横沢　　正

幹　　事
（24名）

入沢　紀行、植野　正子、宇賀田伸彦、内田　茂行、大渕　　賢、大山　博之、
岡本　篤典、荻原　秀幸、小薗井　健、上條　光信、倉井　　章、佐藤　昌義、
澤口　俊行、寺門　孝彦、遠井　洋子、中村　文男、西山　利昭、橋本　一哉、
原　　　優、樋之口　猛、細沼　幸央、真島　一誠、森山　昭彦、渡邉央一雄

＊会計監事の任期は定期大会終了のときまでとなっているため、次回の定期大会で選任をする。
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関税政は、令和2年10月16日及び令和2年12月18日、本連盟推薦候補者及び日税政推薦候補者の推
薦を機関決定した。本連盟及び日税政の推薦候補者は次のとおりである。

（敬称略）

氏　　　名 選挙区 政　党 後援会 議連入会 関税政推薦 日税政推薦

田　所　嘉　德 茨城１区 自由民主党（現） ○ ○ ○

福　島　伸　享 茨城１区 無　所　属（前） ○ ○ ○

額　賀　福志郎 茨城２区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

葉　梨　康　弘 茨城３区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

梶　山　弘　志 茨城４区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

石　川　昭　政 茨城５区 自由民主党（現） ○ ○ ○

永　岡　桂　子 茨城７区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

船　田　　　元 栃木１区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

簗　　　和　生 栃木３区 自由民主党（現） ○ ○ ○

佐　藤　　　勉 栃木４区 自由民主党（現） ○ ○ ○

茂　木　敏　充 栃木５区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

尾　身　朝　子 群馬１区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

井　野　俊　郎 群馬２区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

笹　川　博　義 群馬３区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

福　田　達　夫 群馬４区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

小　渕　優　子 群馬５区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

第49回衆議院議員選挙推薦候補者
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氏　　　名 選挙区 政　党 後援会 議連入会 関税政推薦 日税政推薦

武　正　公　一 埼玉１区 立憲民主党（前） ○ ○ ○

村　井　英　樹 埼玉１区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

新　藤　義　孝 埼玉２区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

黄川田　仁　志 埼玉３区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

枝　野　幸　男 埼玉５区 立憲民主党（現） ○ ○ ○ ○

牧　原　秀　樹 埼玉５区 自由民主党（現） ○ ○ ○

大　島　　　敦 埼玉６区 立憲民主党（現） ○ ○ ○ ○

小宮山　泰　子 埼玉７区 立憲民主党（現） ○ ○ ○ ○

柴　山　昌　彦 埼玉８区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

山　口　泰　明 埼玉10区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

小　泉　龍　司 埼玉11区 自由民主党（現） ○ ○ ○

土　屋　品　子 埼玉13区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

三ツ林　裕　巳 埼玉14区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

塚　田　一　郎 新潟１区 自由民主党（参前） ○ ○ ○

鷲　尾　英一郎 新潟２区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

斎　藤　洋　明 新潟３区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

菊　田　真紀子 新潟４区 立憲民主党（現） ○ ○

泉　田　裕　彦 新潟５区 自由民主党（現） ○ ○

髙　鳥　修　一 新潟６区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

若　林　健　太 長野１区 自由民主党（元） ○ ○ ○

務　台　俊　介 長野２区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

井　出　庸　生 長野３区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

後　藤　茂　之 長野４区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○

宮　下　一　郎 長野５区 自由民主党（現） ○ ○ ○ ○



（10） 第47号  関　　　　税　　　　政  令和３年 ４ 月 20 日発行
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（14） 第47号  関　　　　税　　　　政  令和３年 ４ 月 20 日発行

〒330-0842　さいたま市大宮区浅間町 2 丁目 7 番地 


